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○踏切道改良促進法の施行後50年で踏切数は半減、遮断機の無い踏切も大幅に減少したが、
未だ約１割残る。

踏切道の現状

50年で踏切数は半減
(7万→3.3万箇所）

遮断機の無い踏切は
踏切道の1割
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S36 踏切改良促進法施行

第1種踏切
（遮断機のある踏切）

第3,4種踏切
（遮断機のない踏切）

70,292

33,432

〔踏切の状況〕
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踏切事故件数の推移

○遮断機・警報機の整備や踏切の除却等が進むとともに、踏切事故件数は減少しているものの、
依然として事故は多数発生。

S36 踏切改良促進法施行

5,483件

236件

生見尾踏切
（H25年度・横浜市）

川和踏切
（H25年度・横浜市）

尾山台1号踏切
（H25年度・世田谷区）

相模原2号踏切
（H25年度・相模原市）

伊勢崎線21号踏切
（H25年度・足立区）

竹ノ塚37号

生見尾
川和

尾山台１号
相模原2号

伊勢崎線21号

竹ノ塚37号踏切
（H16,26年度・足立区）

〇近年の歩行者に関する踏切事故
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竹ノ塚37号

第1種踏切
（遮断機のある踏切）

第3,4種踏切
（遮断機のない踏切）

89%

6%



○踏切は事故、渋滞の面から社会的影響が大きい。

【渋 滞】
○ピーク時遮断時間40分以上の開かずの踏切は、

全国で500箇所以上※

○踏切が渋滞の起点となっている箇所も多数存在

（※H26年度末時点）

福岡県福岡市 雑餉隈５号踏切（自動車ボトルネック）
（西日本鉄道／天神大牟田線）の遮断による渋滞状況

ピーク時の踏切による渋滞長：370m（調査日：H21.5.12）

（出典：福岡市HP）
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踏切における事故、渋滞について
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【踏切事故】
○踏切事故は、1日に1件、4日に1人死亡
○死亡者の約4割は65歳以上
〇開かずの踏切では、事故発生割合が通常の4倍

10代

6% 20代

14%
30代

6%
40代

13%
50代

7%
60代

前半

8%

65歳

以上
41%

不明

5%

踏切死亡事故の年齢別割合（Ｈ27年度）

踏切事故
死亡者数

101名



【東京23区と海外の主要都市との比較】

パリ周辺東京23区

【東京23区とパリの踏切数の比較】

東京23区と海外主要都市との踏切数の比較

○東京23区の踏切箇所数は、海外の主要都市に比べ非常に多い。

○パリ※）の９０倍、ニューヨークの１３倍である。

出典）
東京23区：H26踏切道実態調査（国土交通省鉄道局）、H26除却調査（国土交通省鉄道局）、東京都HP

※）パリ市及び周辺３県

都市 東京２３区 ニューヨーク ロンドン ベルリン パリ※） ソウル

踏切数（箇所） 620 48 13 46 7 16
人口（万人） 914 841 831 338 225 1,001
面積（km2） 623 1,214 1,572 892 620 605

※上図は軌道の踏切を除く。

（H26年度末時点）
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○ 交通の安全の確保とその円滑化を図るため、踏切道改良促進法の指定期限を５年間延長
するほか、地域と連携した幅広い踏切道の対策を促進するための措置を講じたところ。

◆依然として多い踏切事故・渋滞

○改良すべき踏切道の指定期限を５年間延長

（H28～32年度）

※課題のある踏切は、改良の方法が合意されていなくとも指定する

仕組みに改正。

○踏切道の改良方法の拡充

地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた対策を検討

法施行(S36年)後50年で、
• 踏切数半減(約7万→約3.4万)
• 遮断機の無い踏切も約１割まで減少

踏切事故は約１日に１件、約４日に１人死亡
※踏切事故件数236件、死亡者数101人（H27年度）

死亡者に占める歩行者の割合：約８割/
（うち65歳以上の高齢者：約４割）

開かずの踏切は約500箇所存在する一方、
立体交差化等の抜本対策には長期間が必要
※開かずの踏切の事故件数は他の踏切の約４倍

現行法に基づく踏切改良の方法は、
• 立体交差化
• 構造の改良
• 保安設備の整備 等に限定

鉄道事業者・道路管理者以外の地域の関係
者と連携した取組が必要

○改良方法を検討するための協議会制度の創設

従前の対策に加え、当面の対策（カラー舗装等）や踏切周辺

対策（駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等による踏切横断交通

量の低減）等を位置づけ、ソフト・ハード両面からできる対策

を総動員

◆改正概要

※保安設備整備に係る補助制度の拡充により、高齢者等の歩行者事
故対策を強化。
また、連続立体交差化を無利子貸付で支援（継続）。

改正法に基づき、課題のある踏切を指定※し、
H32年度までに下記の達成を目指す。 ※少なくとも1,000箇所以上を指定。

・踏切事故件数：約１割削減
(H27年 242件 → Ｈ32年 約220件)

・踏切遮断による損失時間：約５％削減
(H25年度 約123万人・時/日 → H32年度 約117万人・時/日)

踏切道改良促進法の一部改正（H28.3.31成立）
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改正法スキーム旧法スキーム

改良の方法を定めて指定

平成27年度まで又は計画期間内の
改良の実施（義務）

＜改良の方法＞
※法律に規定
①立体交差化
②構造の改良
③歩行者立体
④保安設備の整備

改良の方法を定めず指定

平成32年度まで又は計画期間内の
改良の実施（義務）

＋

Ⅰ-① 改良の方法
を定めず指定

Ⅱ 協議会制度
の創設

改良の方法を決定

箇所 改良方法

法指定踏切 法指定踏切

箇所大臣指定

大臣指定

改良方法

大臣勧告等

＜一体対策＞
⑤当面の対策（カラー舗装等）
⑥踏切周辺対策（駅周辺の駐輪場整
備やﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等による踏切横断
交通量の低減）

保安設備整備への補助の拡充
（高齢者等の歩行者事故対策の強化）

連続立体交差化に係る無利子貸付（継続）

大臣勧告等

踏切道改良計画

＜改良の方法＞
①立体交差化
②構造の改良
③歩行者立体
④保安設備の整備 等

当事者で
決定

課題のある踏切は鉄道事業者・道路管理者で改良の
方法が合意できていなくても大臣が指定し対策を促進

期限内の対策を
義務付け

課題：道路管理者と
鉄道事業者が改良
の方法を合意でき
なければ指定でき
ないのが実態

地域の関係者と連携して、プ
ロセスを見える化しながら、

対策を検討

Ⅰ-② 幅広い
対策を取り込み

改正スキームによる踏切対策の推進
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○従来の立体交差化等の対策に加え、踏切周辺の一体となって効果を発揮する事業も計画に
位置づけ、踏切課題の解消にむけた対策を総動員。

○課題のある踏切道を着実に指定し、地域の関係者等も含めた協議会を通じて、現地の実情を
踏まえた様々な対策を立案。



○昨年６月、これまでの対策や最新の客観的データを踏まえた見直しを行うとともに、通学路における要
対策踏切や、事故が多発している踏切を追加し、アップデートした形で緊急に対策の検討が必要な踏切
1,479箇所を抽出。

○踏切の現状を「見える化」するため、新たな取組として、鉄道事業者と道路管理者が連携し、諸元、対策状
況、今後の対策方針等をまとめた「踏切安全通行カルテ」を作成・公表。

左右道路には歩道が設置されているが、踏切道に歩道がないため歩道設置に向け、道路管理者と鉄道事業者で調整中。

課題に関するデータ

事故発生状況・
要望状況等

対策の実施状況等

今後の対応方針等

踏切の諸元・構造等

位置図・状況写真

所在地・管理者等

Ｈ26.10：道路管理者と鉄道事業者にて、歩道設置の下協議を実施。

課題のある踏切と踏切安全通行カルテの公表について

7

H19.4
公表

H28.6
公表

開かずの踏切 ５８９ ５３２

自動車ボトルネック
踏切

６１８ ４０８

歩行者ボトルネック
踏切

７１８ ５９９

歩道が狭隘な踏切 ６６９ １６４

通学路要対策踏切 － １５９

事故多発踏切 － ８３

合計（重複除く） １，９６０ １，４７９

（単位：箇所）

［緊急に対策の検討が必要な踏切］ ［踏切安全通行カルテ］
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○昨年４月、改正踏切道改良促進法に基づき、改正後第一弾となる改良すべき踏切道として、
全国５８箇所（１７都道府県）の踏切道を指定。

○本年１月には、改良すべき踏切道として、緊急に対策の検討が必要な全国１，４７９箇所の
踏切を中心に、全国５２９箇所（４２都道府県）の踏切道を指定。

○指定された踏切道については、立体交差化や拡幅等に加え、必要に応じて当面の対策や
踏切道の周辺対策等、地域の実情にあわせた改良計画を検討。

■鶴ヶ峰２号踏切（神奈川県横浜市）

（相模鉄道本線と市道との交差）

つるがみね

・自動車や歩行者等の交通量が多く、
「自動車ボトルネック踏切」、「歩行者

ボトルネック踏切」。 また、「開かず
の踏切」でもあり、著しい渋滞が発生。

改正踏切道改良促進法に基づく指定

指定した踏切道の例

■高岡往来踏切（富山県高岡市）

（ＪＲ西日本氷見線と県道との交差）

たかおかおうらい

・通学路に指定されているが、幅員
が狭小で、踏切内の安全な歩行が
確保されていない。

■芦花公園５号踏切（東京都世田谷区）

・自動車や歩行者等の交通量が多く、
「開かずの踏切」でもあり、著しい渋
滞が発生。

・自動車と歩行者の接触事故も発生。

（京王電鉄京王線と区道との交差）

ろかこうえん



踏切道改良促進法に基づく法指定数の推移
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58

▲
踏切道改良促進法の改正（H28.3月）

＊H29.1.27

○昨年3月の踏切道改良促進法の改正において、課題のある踏切は、鉄道事業者と道路管理者
で改良の方法が合意できていなくても、国土交通大臣が指定できることとされたことを受け、
従来の指定を大幅に上回る箇所を指定。
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踏切対策の課題と方向性について

○ 踏切道改良促進法に基づき指定を行い、着実に踏切対策を立案・推進。
○ その際、以下の方向性を踏まえ、対策を推進。

① 連続立体交差事業の早期の効果発現、円滑な事業進捗に向けた取組

② 道路管理者と鉄道事業者との協議調整の円滑化

・ 対策完了までに長期の時間を要する
→ 【方向性Ⅰ】道路管理者と鉄道事業者が一体となった、段階的な取組を推進

・ 事業の長期化による事業効果発現の遅延
→ 【方向性Ⅱ】着工準備段階の支援により、事業立ち上げ後の円滑な事業進捗を促進 等

・現場での協議の長期化
→ 【方向性Ⅲ】道路管理者、鉄道事業者、地域の関係者等による協議会を設け、

国も参画した上で協議を促進、議論の見える化を推進



立体交差事業の課題

11

○立体交差事業は多額の費用と時間を要する。
○このため、完成までの段階的な取組が必要であるとともに、円滑な事業進捗を促進するための

仕組みの検討が必要。

※連続立体交差事業は、平成27年度に事業中の箇所の平均
※その他は、平成19～21年度に完了した事業の平均
※全体事業費は鉄道側の負担額を含む
※立体交差事業の事業期間及び工事期間は、踏切除却までの期間

16
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○連続立体交差などの抜本的な対策は、事業完了までに長期の期間を要するため、道路
管理者と鉄道事業者が一体となった、段階的な取組による効果的な踏切対策を推進。

踏切対策に要する
費用及び工期

抜本対策の例

速効対策の例

【連続立体交差事業】

全体事業費 約600億円

（H27年度に事業中の箇所の平均）

工事等期間 約 16年

【単独立体交差事業】
全体事業費 約40億円
工事等期間 約 9年

【構造改良（歩道拡幅）】
全体事業費 約80百万円
工事等期間 約 2年

【カラー舗装】
全体事業費 約1百万円

※全体事業費は鉄道側の負担額を含む
（連立事業は、約9割が道路事業費）

※H19～H21年度に完了した事業の平均

＜対策のイメージ＞
踏切の除
却

踏切の除却（法指定）

【方向性Ⅰ】 道路管理者と鉄道事業者が一体となった段階的な取組の推進

12



【方向性Ⅱ】 連続立体交差事業の着工準備段階における集中的な支援

事業期間が２倍になった場合の事業展開

事業が長期化した場合の事業展開の変化（イメージ）

一般的な事業展開

■：当初予定事業費
■：事業の長期化に伴う増大分

○連立事業立ち上げ後の円滑な事業進捗を後押しするため、着工前の支援制度が必要。

○ 連続立体交差事業は、事業完了までに長期の
期間を要することから、以下のような影響が現場
で発生。

・ 事業効果の発現が遅延し、安全性・利便性が低下し
た状態が長期化

・ 仮線や仮設構造物の期間が延長し事業費が増大

・着工後の円滑な事業進捗を後押しするためには、

着工準備段階における綿密な協議・調整等に対し集中
的な支援が必要。

・着工準備段階にある連立事業に対し、検討の熟度に応
じた集中的な支援を行う新たな個別補助制度を創設。

補助金 交付金

（着工準備採択） 都市計画決定 （事業採択） 事業認可

【現状】

用地・工事着工準備（詳細設計など）基本設計

補助金 新設補助金

着工準備採択 都市計画決定 （事業採択） 事業認可

交付金

【新規制度】

用地・工事着工準備（詳細設計など）基本設計

13



左右道路には歩道が設置されているが、踏切道に歩道がないため歩道設置に向け、道路管理者と鉄道事業者で調整中。

Ｈ26.10：道路管理者と鉄道事業者にて、歩道設置の下協議を実施。

地域や関係者で構成する
協議会で対策検討

協議会での議論を踏まえた踏切道改良計画の作成
踏切安全通行カルテ等による計画策定状況の公表

【方向性Ⅲ】協議会における改良計画等の見える化

○道路管理者、鉄道事業者、地域の関係者等による協議会を通じて、踏切道改良計画の議論を『見える化』。
○指定された踏切道について、踏切道の実情に応じた対策の検討を推進。

協議や事業の進捗状況等を『見える化』 14

踏切法による指定 協議会での議論 踏切道改良計画
の策定・提出

協議会での議論 対策の実施

踏切道改良計画の
素案作成

踏切安全通行カルテでの
事業進捗状況の公表

協議会における改良計画の作成

※踏切道改良計画作成および事業実施の両面で協働し対策実施

課題のある踏切の
現地調査

踏切安全通行カルテ


